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理 由

新型コロナウイルス感染症が、県民の生命や健康はもとより、県民生活及び県民

経済に深刻な影響を及ぼし、特に、本県の基幹産業として極めて重要な地位を占

め、県民生活の向上と県民経済の発展に大きく貢献している観光産業が今なお危機

的な状況にあることに鑑み、観光産業分野における新型コロナウイルス感染症に対

する対策を引き続き強化するため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている

観光産業の再興に関する条例の失効期限を延長する必要がある。

これが、この条例案を提出する理由である。



新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業の再興に関

する条例の一部を改正する条例

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業の再興に関する条例（令和３年

沖縄県条例第31号）の一部を次のように改正する。

附則第２項中「令和４年３月31日」を「令和５年３月31日」に改める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。


